
広報あぐい　２００８年１１月１日号

13

Information

�□
日　

時　

十
二
月
六
日（
土
）

・
愛
知
駅
伝　

午
後
零
時
半
ス
タ
ー
ト

・
愛
知
ふ
る
さ
と
市　

午
前
十
時
〜
午
後

四
時

※　

雨
天
決
行

□
場　

所　

愛
・
地
球
博
記
念
公
園
（
長

久
手
町
）

□
入
場
料　

無
料
（
駐
車
場
料
金
は
乗
用

車
一
台
五
百
円
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
駅
伝
事
務
局　

�
０
５
２
（
９
５
４
）
１
１
６
７

　

H
P　

http://www.tokai

‐ tv.com/ekiden08/

�
　

図
書
館
で
除
籍
し
た
本
や
雑
誌
を
皆
さ

ん
で
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
一
人
十
冊
ま

で
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
。

　

当
日
会
場
で
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

□
日　

時　

十
一
月
十
五
日（
土
）・
十
六

日（
日
）　

午
前
十
時
〜
午
後
四
時

□
場　

所　

町
立
図
書
館

※　

十
一
月
十
八
日（
火
）か
ら
二
十
三
日

（
日
）ま
で
の
間
、
本
が
な
く
な
る
ま
で

配
布
を
続
け
ま
す
。

�□
日　

時　

十
一
月
十
七（
月
）・
十
八
日

（
火
）　

午
後
十
時
〜
午
前
六
時

※　

雨
天
順
延
（
予
備
日
十
一
月
十
九

日
・
二
十
日
・
二
十
一
日
）
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□
夜
間
通
行
止
め
場
所

　

大
高
Ｉ
Ｃ→

大
府
西
Ｉ
Ｃ　

下
り
線

（
南
行
き
）

　

阿
久
比
Ｉ
Ｃ　

上
り
線
（
北
行
き
）
入

口
閉
鎖
・
下
り
線（
南
行
き
）出
口
閉
鎖

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
県
道
路
公
社
知

多
有
料
道
路
事
務
所
維
持
担
当　

�

（
２
１
）２
７
２
１　

Ｈ
Ｐ　

h
ttp
://

w
w
w
.aichi

‐ dourokousha.or.jp/

�
　

交
通
災
害
共
済
制
度
は
今
年
三
月
三
十
一

日
で
廃
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
交
通
事
故
発

生
日
か
ら
一
年
以
内
な
ら
共
済
見
舞
金
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
、
加
入
し
た
市
町
の
防
災
交
通
課
で
共
済

見
舞
金
の
請
求
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

防
災
交
通
課　

�

（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
７
７
）

�
　

サ
ラ
金
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
借
金
で
悩
ん

で
い
る
方
に
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
相

談
員
な
ど
が
お
答
え
し
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

□
日　

時　

十
一
月
十
六
日（
日
）午
前
十

時
〜
午
後
三
時

□
相
談
方
法　

電
話
ま
た
は
面
談

□
会
場
・
問
い
合
わ
せ
先

　

知
多
県
民
生
活
プ
ラ
ザ
知
多
総
合
庁
舎

一
階
（
半
田
市
出
口
町
１
―　

）　

�

３６

（
２
３
）３
９
０
０　

Ｈ
Ｐ　

http://www.
pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/index.html
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◎　被害相談窓口　
　　警察では各種の相談窓口を設け、犯罪の被害に遭われた方や、その家
族・友人の方からのさまざまな相談に応じています。身近に話せる人が
いない、どこに相談したらよいか分からない、このような時には、電話
をください。警察だけで対応できないことについては、専門の機関を紹
介しています。

◎　犯罪被害給付制度　
　　この制度は、故意の犯罪行為で、大切な家族が不慮の死を遂げたり、
傷害や疾病を受けたり、障害が残ったにもかかわらず、公的救済や加害
者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者の遺族または被害者本人に
対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が給付金を支給することによ
り、少しでも精神的・経済的打撃を和らげようというものです。
□問い合わせ先
　愛知県警察本部住民サービス課犯罪被害者支援室　�０５２（９５１）１６１１
　半田警察署住民サービス係　�（２１）０１１０

内　　容受付時間電話番号相談窓口名

犯罪被害者のための
こころの悩み相談

月曜～金曜日（祝日を除
く）午前９時～午後５時０５２（９５４）８８９７ハートフルライン

性犯罪被害相談月曜～金曜日（祝日を除く）午前
９時～正午、午後１時～午後５時０１２０（６７）７８３０レディース・ホッ

トライン
列車内の痴漢被害相
談終　　日０５２（５６１）０１８４ふれあいコール

犯罪やいじめなどの
被害に関する相談

月曜～金曜日（祝日を除く）
午前９時３０分～午後４時０１２０（７８）６７７０被害少年相談電話

ストーカー被害に関
する相談終　　日０５２（９６１）０８８８ストーカー１１０番

犯罪被害などに関す
る相談

月曜～金曜日（祝日を除
く）午前１０時～午後４時０５２（２３２）７８３０社団法人被害者サポー

トあいち（民間団体）
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